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はしがき

１９８５年秋のプラザ合意は、わが国をとりまく国際労働移動に－つの転機を

もたらした。円高不況は、輸出主導型から内需主導型への経済構造の転換により

一過性のものとして比較的短期間のうちに克服され、その後の日本経済は、戦後

最長の好況を経験する。その結果として労働需給は急速に逼迫の度を強めること

になる。労働需給の逼迫は賃金水準の上昇をもたらし、円高は特に日本と東南ア

ジア諸国との賃金格差を空前の規模に拡大させることになった。わが国への外国

人労働者の流入が本格化したのは、このような状況下においてであった。

わが国で急速に増大する外国人労働者については、門戸開放をめぐる賛否それ

ぞれの立場からさまざまな政策提言がなされており、またＮＧＯを中心とする人

権養護団体の活動報告、大学あるいは中央・地方政府による各種の調査、マスコ

ミその他の手になる実態調査など、すでに膨大な数の論文や調査報告が公刊され

ている。しかしこのように数多くの調査、研究がすでに存在するにもかかわらず、

一つの重要な領域がほとんど空白のまま残されているように思われる。すなわち、

近年の外国人労働者の急増の中で、わが国に入国し在留する外国人が人種(国籍）

間でそれぞれどのような分布特性を持ち、それがいかなる条件によって規定され

ているかといった点の解明を直接の課題とする研究は、特定の地域や国籍を対象

とした若干のモノグラフ的研究を除けば、これまで殆ど試みられていないように

思われる。

就労目的でわが国に入国し在留する外国人の中には、いわゆる不法残留者も少

なくない。その意味で外国人の居住や就労・雇用の実態については、問題の性格

上いわば社会におけるグレー・ゾーンに属するケースが多く、このことが統計調

査による接近を一般に困難にしている。そこで本資料では、研究作業の端緒とし

て、わが国における外国人の地域分布を既存の業務統計に依拠して考察してみよ

ﾉー
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本資料は、大要、以下の内容を持つ。

まず第１章では、今回の分析で用いた外国人登録統計について、その作成の制

度的枠組みを中心に紹介する。次いで第２章では、外国人数の把握における登録

統計の精度を明らかにする目的から、国勢調査における外国人数把握との計数比

較を行う。第３章では、つづく第４章が課題とする外国人の地域分布考察の準備

的作業として、わが国における外国人登録数の最近の動向について検討する。そ

して本資料の中心部分を構成する第４章は、一方では９０年末現在の登録者数と

いういわばストックとしての分布実態と最近と登録数の変化といういわばフロー

面での地域分布、他方では都道府県並びに市区町村という次元を異にする２つの

地域区分、という二重の視点からの外国人の地域分布の考察を課題とする。さい

ごに本資料では、地域分析の補論として、クラスター分析を用いて大都市内部に

おける外国人の分布特』性の分析を試みる。

なお本資料の作成作業には、日本統計研究所の森博美があたった。

ﾛーイ

１９９１年９月

法政大学日本統計研究所
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第１章 外国人登録統計

１．１外国人登録制度

わが国では、「登録法」（以下、本節では法と略称）第３条が本邦に在留する外

国人に対する登録申請義務を規定している。なお、この登録の対象となる「外国

人」については法第２条が、「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び

難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗

員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」

としてその範囲を規定している。ところで、わが国に駐留するアメリカの軍隊の

‐ィ

構成員、軍属並びにそれらの家族については、「日米地位協定」第９条第２項に

より、「外交」及び「公用」資格で入国し在留する外国人に対しては、それぞれ

「国際慣習法」、「国際礼譲」により登録義務が免除されている。従って、登録

対象資格での入国による外国人在留者、出生や日本国籍離脱など入国の手続きを

経ることなくわが国に在留することになった外国人、さらには在留資格変更申請

により登録免除資格から登録対象資格への変更を許可された者が、法による登録

の対象となる。

登録申請の手続きについては、法第３条第１項がその申請期限を規定している。

すなわち、入国による在留者は上陸の曰から９０日以内に、また本邦内で日本国

籍の離脱により外国人となった者あるいは出生その他の事由により「入管法」に

よる上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することになった者は、その事由発

生の日から６０日以内に外国人としての登録を申請しなければならない。登録申

請にあたっては、居住地の属する市区町村の長に対し「外国人登録法施行規則」

（以下本節では規則と略称）第２条が定めた「外国人登録申請書」によって

それを行わなければならない。

申請者からの登録申請を受理した市区町村の長は、規則第３条第１項により申

請事項についての審査を行う。市区町村の長は、申請事項についての確認の後、

法第４条第１項の規定に従い、「外国人登録原票」に所定事項等を記入し申請者

餌
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の登録を行う。

市区町村の長は、法第４条第１項による登録を行った場合、第５条第１項の規

定により規則第４条第１項が定める「登録証明書」を申請者に交付しなければな

らない。なお法第３条第２項により１６才未満の者については写真の提出が免除

されており、交付される「登録証明書」の様式も成人のそれとは異なる。なお｢登

録証明書」を交付した市区町村の長は、法第４条第２項の規定に従い「登録原票」

から規則第３条第４項が定める「登録写票」を作成し、それを都道府県知事を経
ｂ

由して法務大臣に提出しなければならない。

「登録証明書」の交付を受けた後でその穀損、汚損等が発生した場合、登録者

は、法第６条第１項の規定により引替交付を申請することができる。引替交付の

申請者は、規則第６条第１項が定める「外国人登録証明書交付申請書」によって

それを行う。申請を受理した市区町村の長は、法第６条第３項により「登録原票」

の記載内容との照合を行い、同じく第４項の規定により「登録証明書」を作成し

引替交付する。「登録証明書」の交付を行った市区町村の長は、規則第６条第５

項により「外国人登録証明書交付報告書」を作成し、都道府県知事を経由して法

務大臣に送付しなければならない。

登録外国人が紛失、盗難等で「登録証明書」を失った場合、その者は法第７条

によりその事実の発生を知った日から１４日以内に規則第７条第１項が定める｢外

国人登録証明書交付申請書」により再交付の申請をしなければならない。なお｢登

録証明書」の交付並びに本省への報告手続きは、引替交付のそれに準ずる。

「登録証明書」の記載事項の変更については、法第８，９条によってその処理

手続きが規定されている。

まず登録外国人が居住地を変更した場合、法第８条第１，２項が１４日以内に

「変更登録申請書」による申請を義務ずけている。居住地の変更については、そ

､れが同一の市区町村の域内での変更であるか他の市区町村への変更かによって業

務上の取扱が異なる。

まず同一市区町村内での変更の場合、法第８条第２項による居住地変更の申請
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を受理した市区町村の長は、法第８条第３項の規定に従い「登録証明書」の住所

欄を書換え申請者に返還するとともに、同第６項の規定により「登録原票」の住

所記載を訂正しなければならない。

一方、登録外国人が他の市町村へ居住地を変更した場合、新たに「登録原票」

の送付手続きが加わる。すなわち、法第８条第１項による居住地変更の申請を受

理した市区町村の長は、変更手続きに入るために同第４項の規定により旧居住地

の市区町村の長に対し３日以内に「登録原票」の送付を請求しなければならない。

送付請求を受けた市区町村の長は、同第５項により当該外国人に係わる「登録原

票」を送付しなければならない。なお法第９条第１項は、居住地以外の登録原票

の記載事項の変更についても、同様にその事由発生から１４日以内に「変更登録

申請書」により変更申請を行うことを登録外国人に義務づけている。

登録外国人については、法第11条によって法第４条１項による新規交付、法

第６条３項による引替交付、あるいは法第７条３項による再交付のいずれかの最

後の確認を行ってから５年を経過する日以前の３０日以内に登録の再確認を行う

ことが義務づけられている。この確認申請は、規則第１０条第１項に従い、「登

録事項確認申請書」によって行わなければならない。

登録外国人が出国や死亡などの異動により「登録法」の適用対象から外れる事

由が発生した場合、法第１２条の規定により「登録証明書」の返納義務が発生す

る。

まず「登録証明書」の交付を受けている外国人が出国する場合、法第１２条第

１項の規定により、その者は出国時にそれを返納しなければならない。なお再入

国許可による出国及び「難民旅行証明書」による出国者は、同条項の規定により

その適用を受けない。また日本国籍取得により外国人でなくなった者及び死亡に

より「登録証明書」が失効した者については、同第２，３項の規定によりそれら

の事由の発生の日から１４日以内にそれを返納しなければならない。

一方、規則第１１条は、「登録証明書」の行政処理手続きを規定している。す

なわち、出国により「登録証明書」の返納を受けた入国審査官は、第１項の規定

釘
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により、出国事実を当該外国人の最終居住地の市区町村の長へ通知しなければな

らない。通知を受けた市区町村の長は、規則第１１条第２項の規定により当該外

国人の登録を閉鎖する。法第１２条第２，３項の規定により死亡あるいは日本国

籍取得等「登録法」の適用を受ける外国人でなくなった者から「登録証明書」の

返納を受けた市区町村の長は、規則第１１条第３項によりその外国人の登録を閉

鎖するとともに、都道府県知事を経由してその旨を法務大臣に報告しなければな

らない。また登録外国人の死亡により居住地以外の市区町村の長が登録証明書の

返納を受けた場合、その市区町村の長は、規則第１１条第４項により、当該外国人が

居住していた地域の市区町村の長に対し登録証明書を添えて死亡を通知しなければ

ならない。通知を受けた居住地の市区町村の長は、規則第11条第５項に従い「登

録原票」を閉鎖し、法務大臣にその旨を報告しなければならない。さらに規則第

１１条第６項は、再入国の許可あるいは「難民旅行証明書」による出国外国人に

ついて、法務大臣から再入国許可あるいは「証明書」の失効通知を受理した時、

□

その外国人の登録の閉鎖を市区町村の長に義務づけている。

１．２登録統計の作成過程

市区町村の登録窓口で受理した新規登録並びに登録閉鎖に関する申請書類に基

づき登録係では、国籍別、在留資格別の登録者数の取りまとめを行う。その集計

結果は各都道府県の国際交流課あるいは地方課といった登録業務を所管する部門

で国籍別・市区町村別あるいは国籍別・在留資格別に一覧表の形に整理され、本

省（法務省入国管理局登録課）に報告される。

都道府県では、年２回、６月と１２月の末日現在で報告のための計数の取りま

とめを行うが、東京都のようにそれ以外にも３月と９月の計４回登録数の集計を

行っている自治体もある。なお市区町村別の国籍別登録数については各都道府県

で把握時点の約２～２．５カ月後には集約され、その結果は担当部門あるいは情報

公開窓口等で原則として閲覧に供されている。

法務省入管局は５９年に最初の「在留外国人統計」を公刊した。その後は６４、

■』
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６９，７４，８４，８６，８８と公表され、９１年秋には９０年分が公表される

予定である。この公刊統計書の他には、毎年９月に新聞発表の形で前年末現在の

数字が発表されている。また毎年５～７月に刊行される「出入国管理統計年報」

にも、その付録として各年末現在の国籍別・都道府県別の登録数が発表される。

しかしながら、人管局から公表されるこれらの統計には国籍別登録数の市区町村

別の内訳は収録されていない。

０，
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第２章外国人数把握における登録統計

一国勢調査と登録統計の計数比較一

外国人登録統計は、基本的に異動（出入国、出生、死亡そして地域間移動など）

による届出事由の発生を受けて新規登録あるいは登録閉鎖として把握される動態

統計である。しかしこれらの件数を従来から維持されてきた原計数に加除するこ

とにより作成される年央、年末現在の登録数は、わが国に在留する外国人につい

ての静態人口を与える。一方、わが国では国勢調査が５年毎にわが国に３か月以

上居住する外国人（予定者も含む）についても、外交団・領事団（随員及び家族

を含む）及び外国軍隊の軍人・軍属及びその家族を除き、その数を静態人口とし

て把握している。そこで以下では、これら２種類の統計データを用いて両統計の

把握度を比較してみよう。

両統計の計数比較に入る前に、わが国に在留する外国人とこれら２つの統計の

間の関係について簡単に触れておこう。前章ですでに指摘したように、国勢調査

が対象外としている上記の各カテゴリーに属する外国人については、いずれも登

録義務が免除されている。その意味では、両統計のカバレッジは概念的には一致

する。しかし現実には、各統計での把握漏れが存在し、本来把握すべき外国人数

との乖離が発生する。これらの関係は、一応、次のように図式化できる。

外国人とその統計的把握

Ａ

０丁
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〔Ａ〕 外国人登録並びに国勢調査の対象外となる外国人（３か月未満の短

期滞在者、外交団・領事団（随員及び家族を含む）及び外国軍隊の

軍人・軍属及びその家族

登録並びに調査対象の外国人のうち把握漏れの者

登録統計でのみ把握された外国人

登録統計と国勢調査でいずれも把握された外国人

国勢調査でのみ把握された外国人

●
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上の図において登録統計は〔Ｃ＋Ｄ〕をまた国勢調査は〔ＤＵＥ〕を外国人数

として与える。このうち両統計が共に把握した外国人は〔Ｄ〕に属する部分だけ

であり、国勢調査では〔Ｃ〕が、登録統計では〔Ｅ〕の部分が把握漏れとなって

いる。

ところで、わが国への外国人労働力の流人が本格化する中で、ストックとして

の外国人数把握を重点課題の一つとして９０年の国勢調査は実施された。そこで

は、外国人の国籍分類がそれまでの調査よりもやや細分化（注）され、より詳細

な実態把握が試みられている。しかしながらその結果はまだ公表されておらず、

現時点で今回の調査結果を登録統計との計数比較データとして用いることはでき

ない。そこで以下では、前回の調査結果により国勢調査と登録統計での外国人数

把握状況を比較してみよう。

表２－１は、総数、韓国・朝鮮人、中国人、アメリカ人、その他の国籍につい

て、国勢調査と登録統計による外国人数を都道府県別に比較したものである。い

うまでもなく国勢調査人口は１０月１日現在での把握数であり、暦年値として与

えられる登録統計との間に約２カ月のタイムラグが存在する。そこで国勢調査と

の把握時調整を行うため、８５年中の登録増加（減少）数の６分の１を８５年末

現在の登録数から機械的に減ずる（に追加する）ことにより両統計の比較を試み

た。

ここで国勢調査人口の登録数（推計値）に対する比率（以下、国調率と略称）
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を求めてみると、全国計では８４．８％と国勢調査の把握数が15％ほど少ない。こ

れを都道府県別に見ると、国勢調査での把握数が登録数を上回っているのは１地

点もない。国調率が最も高かったのは熊本県の９６０％で、同県の地に、山形、

滋賀、などわずか９県が90％を超えただけである。逆に国勢調査人口と登録人口

の乖離が最も大きかったのが東京都で国調率はわずか７８７％に過ぎない。

次に、この国調率を国籍別に調べてみると、韓国・朝鮮人（８３．７％）、中国人

（８１．８％）、アメリカ人（８６．７％）、その他の国籍（７７．７％）となっており、そ

の他の国籍における両統計の乖離が最も大きい。なお国勢調査人口が登録人口を

上回ったのは、総数と韓国・朝鮮人については１地点もなく、中国人については

わずかに１県（石川）、またアメリカ人及びその他の国籍についてもそれぞれ８

県（山形、群馬、埼玉、千葉、石川、滋賀、熊本、沖縄）、５県（石川、福井、

夢

滋賀、熊本、宮崎）、と極めて限られている。

ところで『在留外国人統計」には、政令指定都市における登録数が収録されて

いる。そこで以下ではこのデータを用いて大都市相互間の国調率を比較してみよ

う。

表２－２は、政令指定都市について両統計を比較したものである。なお表中の

登録数についても、把握時のタイムラグを考慮して、

Ｎ８５－Ｎｗ ｎ８５
Ｒ８５＝ｎ８５￣ ×

６ Ｎ８５

Ｒ８５：８５年１０月１日現在の推計登録数

Ｎ８５：８５年末現在の登録数

Ｎ８４：８４年末現在の登録数

，８５：８５年末現在の各都市の登録数

によって原計数に対する修正を行った。

￣

表２－２での比較結果からも明らかなように、政令指定都市における平均国調
幻

率は８４．９％で、全国平均値の８４．８影にほぼ一致している。このことは、大都市
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と地方とで国勢調査の把握度に差が殆どないことを示している。また政令指定都

市の間の国調率の分布を見ると、北九州市が指定都市の平均値から３７％も低く

なっている他は、いずれの都市も平均値から２．５％の範囲内におさまっている。

ちなみに北九州市については、中国人、アメリカ人の国調率が指定都市平均の水

準より10％前後低くなっていることが、総数での大きな乖離をうむ原因となって

いる。

次に国籍別では、中国人が８８．５％と最も国調率が高く、その他の国籍の外国人

が８１．２％と最も低い。全国平均の国調率で中国人がその他の国籍の外国人に次い

で低かった点を想起すれば、都市部での中国人の国勢調査での相対的な把握度の

高さが特徴的である。また各都市の国調率は、まず韓国・朝鮮人については、東

日本と九州の諸都市で他の諸地域に比べやや低い。最も国調率が高い中国人につ

いては、札幌市は１００％を超えており、その他の諸都市でも北九州市の７８．３％

を唯一の例外として、他の諸都市ではいずれも90％前後の高い値となっている。

アメリカ人の国調率は、大阪市、北九州市で70％台と低く、東京区部を除く東日

本の各都市ではいずれも90％を超えている。最後に、その他の国籍の外国人につ

いては、特に大阪市（６６．８％）、広島市（７０．４％）での国調率の低さが全体とし

て両統計の計数の差を大きくしている。

わが国には、昭和２０～３０年代に正規の入国手続きを経ずに入国し在留する

外国人が約５万人いるといわれ（注２）、また８５年現在でそれにほぼ匹敵する

規模の正規入国による不法残留外国人が在留すると考えられる。その意味では、

両統計が本来把握すべき外国人数（〔ＢＵＣＵＤＵＥ〕）は８５年末現在で約９５

万人と推計され、登録統計はそれを約１０％、また国勢調査では約20％ほど過小に

把握しているものと考えられる。

以上のように、都道府県あるいは政令指定都市の国調率の分布を見る限り、両

統計の外国人数の把握度における相互の位置関係には、当該地域に居住する外国

人の実数の多寡、外国人人口率の高低さらには都市部あるいは地方といった地域

差は認められない。
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（注１）従来の国勢調査では、外国人の国籍は、韓国・朝鮮人、中国人、アメリ

カ人、その他の国籍とに分類されていた。今回の調査では、これらの他に新たに

フィリピンが、また地域としては東南アジア、南アジアが追加された。

（注２）衆議院法務委員会での当局者の答弁による。『第１１６国会衆議院委員会（注２）衆議院法務委員会での当局者の答弁による。

議録」第１類第３号平成元年１１月１０日１５頁
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第３章外国人登録数の最近の動向

外国人登録法は、わが国に入国により在留することになった外国人に対し、９０

日以内に市区町村の登録窓口への届出を義務づけている。この届出の受理により、

永住者を除く長期滞在の外国人は、登録法上合法的に在留する外国人として認定

される。

このように正規の登録手続きを経て合法的に在留する外国人の中には、就労可

能な在留資格により専門的職業に従事する外国人、一定限度内での就労が許可さ

れる留学生、就学生さらには単純労働にも就業可能な日系人を中心とする「定住

者」資格での在留者など、就労を主なあるいは副次的な目的として在留する者が

少なからず含まれる。そこで本節では、８０年代以降新たにわが国に在留するこ

とになったと考えられる外国人の規模並びにその動向、国籍別あるいは在留資格

別の特徴などを外国人登録統計に依拠しつつ検討してみよう。

3.1登録数の国別動向

表３－１は、９０年末日現在の登録数を地域別並びに登録数５，０００人以上の各

国籍について示したものである。

これによれば、まず地域別では、アジア系外国人の登録者が924.560人と全登

録者の８６．０％を占める。また国籍別では、韓国・朝鮮人、中国人がそれぞれ登録

者全体の６４．０％、14.0％と登録者全体の約５分の４を占めており、これらの国

籍以外では、ブラジル人（５．２％）、フィリピン人（４．６％）の登録数がやや目

につく程度である。

一方、登録数のフロー面での動きは、上に見たストックとしての登録数の国籍

別内訳と若干異なる。表３－２は、登録数のフロー面での変化を８０年以降に

４，０００人以上の登録数増加を記録した１０の国籍について見たものである。アジ

ア系登録者は登録数増加全体の６５．５％とその増加に中心的に寄与している。し

かし同時にアジア系以外でも、南アメリカ地域出身の登録者が２２９％を占めるな
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どその顕著な増加が注目される。また国籍別では、中国人が９９，９８６人とこの間

の登録増加数の３分の１に達しており、ブラジル人、フィリピン人の増加も顕著

である。

ところで、８５年１月から国籍法が改正され、出生児の国籍がそれまでの父系

主義から父母両系主義へと改められた。同法の施行に伴うその移行措置として７６

年から84年の間に出生した出生時に母親が日本国籍を有していた者については、

法の施行日から３年間を限り届出により日本国籍が取得できることになった。こ

れにより、３年間で合計３０，５５３人が国籍の変更手続きを行なった。国籍別では、

在留者数が最も多い韓国・朝鮮人が１６，５３１人と最も多く、中国人の2,851人と合

わせれば、届出による国籍取得数全体の６３．４％を占める。このような国籍変更

は、それだけ期間中の登録増加数を過小評価させることになる。そこで表３－２

￣

では、特に届出件数が多いと思われる韓国・朝鮮人、中国人について、これらの

要素を考慮した登録増加数を掲げた。

次に、外国人登録数の年次別増加状況を見てみよう。

図３－１は、登録総数並びにアジア系登録者の年次別増加状況を示したもので

ある。それによれば、登録数は全体として８０年代初頭には年間約10,000人前後

の増加にとどまっていたが、８３，８４年と増加のテンポを強め、８４年には年

間２万人を超えた。８５～８７年と増加率は一旦低下するが、これは、先にみた

国籍法改正に伴う特例措置としての日本国籍取得者（注１）の増加によるもので

ある。この点を考慮すれば、登録増加数は８５～８７年の間も８４年の水準をほ

ぼ維持していることがわかる。

登録数は８８年以降急増するが、その増加テンポは必ずしも単調ではない。す

なわち、８８年には－年間で６万人近い増加を記録したが、８９年には約４万人

台に一時低下する。これは、この年にアジア系登録者の増加が２万人台に縮小し

たことによる。さらにアジア系の登録者の増加は、９０年にも前年に引き続き２

万人台にとどまった。にもかかわらず９０年には登録数は全体として９万人を超

える急増を記録した。このことは、アジア系以外の登録者の急増によるものであ
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る。

次に、図３－２，３－３から、この間の登録者の国別増減状況を見てみよう。

まず第１に、８０年代半ば以降つねに登録者の増加に大きく寄与してきたのが

中国人である。周知のように、登録統計では台湾、中国本土、香港その他からの

中国国籍保有者が中国人として一括表示される。人管統計によれば、８４年から

８６年にかけては台湾が年間１万人を超える残留者の供給国であった。その数が

減少する８７年以降は、中国本土からの残留数がそれをはるかに上回る規模で発

生している。特に８８年には中国からの就学生が急増した結果、年間登録数も３

万人を超える大幅な増加となった。このように、この間の中国人の登録数の増加

は、基本的に台湾そして中国からの入国による残留者の急増を反映したものであ

る。

次に、登録増加数第２位のブラジル人については、図３－２からもわかるよう

に、８７年までは登録数はほとんど増加していない。９０年末現在で約５．５万人

を数えるブラジル人登録者の圧倒的部分は、最近３年間の増加分である。特に９０

年には、１年間で４万人以上も登録数が増加しており、その加速度的増加は、同

様の傾向を示しているペルー人とともに際立っている。これら南アメリカ諸国か

らの入国者のほとんどが日系人であり、９０年６月から施行された改正入管法が、

それに対する外国人雇用企業側での準備的対応も含め、新たな合法的労働力とし

ての日系人導入の直接の引き金となったものと考えられる。

また中国人以外のアジア系登録者では、国籍による増加パターンの違いが特徴

的である。フィリピン人は、ブラジル人やペルー人とは対照的に、８０年代半ば

にはすでに年間3,000人前後での増加を記録している。そして８６年以降の増加

は、年間6,000～８，０００人とかなり大幅である。

最大の登録数を持つ韓国・朝鮮人については、８０年代の前半こそアジア系外

国人の中で中国人と並び年間３０００～5,000人と比較的高い増加を示したが、８５

年以降の増加数はフィリピン人のそれをかなり下回っている。

さいとに、この間の登録増加数を同期間の各国の残留者数と比較してみよう。
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表３－３は、登録の増加が特に大きかった各国籍について、残留者数の登録増加

に対する比率を算出したものである。なお、この表では、国籍法施行に伴う日本

国籍取得による登録数の減少分は考慮していない。

総数では、１．９９とこの間の登録数の増加は残留増加数の約半数に留まっている。

このことは逆にいえば、この間にわが国に入国し在留することになった者のうち

約半数は非登録者として残留していることを意味する。

９０年の入管法改正で新設された定住者資格での在留者に対しては、一般の外

国人には禁じられている単純労働への就労が特に認められている。日系人に対し

ては、この定住者資格は付与され、従って、ブラジル人やペルー人については、

単純労働への合法的な就労者としてそのほとんどが外国人登録を行なっている。

またアジア系外国人のうち特にベトナム人については、その大半が難民に適用さ

れる定住者資格で登録者として在留している。これらの事情により、これらの国

籍についてはその比率はほとんど１に近い。これに対しフィリピン人やマレーシ

ア人、タイ人の場合、残留数が登録増加数をかなり上回っており、特にパキスタ

ン人や９０年以降流入数が急増しているイラン人については、この比率がいずれ

も１０を超えている。このように登録増加数に対する残留数の優越は、これらの

国籍の外国人についての大量の非登録残留者の存在を窺わせる。

先進諸国については、一般にこの比率はかなり１に近いと考えられる。ちなみ

に表３－３に掲げた比率のうち、イギリス人についてはその比率は１．０８にとどま

っている。ただ、特徴的なことにアメリカ人については、２．０２とかなり高い数値

を示している。これは、アメリカ人に固有なみかけの残留者（注２）の存在によ

るものと考えられる。

勺

ロ

（注１）８５～８７年の３年間に特例規定の適用を受け日本国籍を取得した者は、

８５年11,271人、８６年７，３６４人、８７年１１，９１８人の延べ３０，５５３人に達した。

これにより、韓国・朝鮮人については８５年6,159人､８６年３，４９８人、８７年に

は６，８７４人が取得届出を行なった。ちなみに中国人については、それぞれ１，１０１
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人、６４４人、１，１０６人であった。

（注２）正規の手続きを経てわが国に入国したアメリカ人が日米地位協定の適用

を受ける米軍事施設から出国する場合、入管法の適用除外となり入管統計での出

国数としてカウントされない。このため、入管統計においてみかけの残留という

現象が発生する。

3.2登録者の資格別動向

「在留外国人統計」には、在留資格別の登録者数も収録されており、これによ

って資格別登録数の増減状況を把握することができる。そこで８０年代に特に大

きな登録数の増加を示した上記諸国について、最近の資格別の動きを見てみよう。

登録数は８０年代後半だけで１４万人余りの増加がみられるが、その約半数を

占める中国人については「特定の在留資格」（注ｌ）で在留する登録者が３．８万

とその半数を超え、それに１．４万余りの留学資格での在留者を加えると中国人登

録増加数の75％を超える。登録統計が中国大陸と台湾さらには香港等からの出身

者を統合表示しており詳しい内訳は明らかではないが、前者は主に大陸からの、

また留学生については台湾、香港などからの入国者が中心であると考えられる。

アジアで中国人に次ぐ登録増加数を持つフィリピン人については、最も多いの

が日本人の配偶者の１．３万人で、それに興業資格の登録者１０万人を加えると同

国出身の登録増加数の80％を超える。なお公表される登録統計には男女別の資格

データは収録されていないが、フィリピンについて登録者に占める女性の割合が

８７．９％と圧倒的に高いことは、在留資格におけるこれらの特性を反映したもので

ある。

最近急増している南アメリカの諸国からの登録者の在留資格をその数が最も多

いブラジル人を例にとれば、その大半（約70％）は「特定の在留資格」（注２）

によって在留する。

さいごに、韓国・朝鮮人の登録者については、８５年から８９年の間に法１２６

－２－６の子、協定永住、その他資格での登録者が大幅に減少した。このため、
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この間の登録者数も５，０００人余りの減少となった。

（注１）旧人管法では、日本語学校等への就学目的での在留者については「特定

の在留資格」（４－１－１６－３）を適用して在留が認められてきた。これについ

ては人管法の改正で「就学生」資格が新設された。

（注２）旧人管法では、日系人に対しては「特定の在留資格」（４－１－１６－３）

として在留資格が付与されてきた。改正人管法では、新設された「定住者」資格
■

が適用されることになった。

、
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第４章わが国における外国人の地域分布

４．１１９９０年末現在の地域別分布状況

4.1.1都道府県別登録人口

図４－１～６は、９０年末日現在の登録統計に基づき、外国人の登録総数並び

に登録数上位５国籍に関する都道府県別の登録数の分布を示したものである。

登録統計によれば現在最も多く外国人が居住しているのは東京都でその数は２

１３，０５６人である。それと大阪府だけが２０万人を超え、第３位である兵庫県の９

万人を大きく引き離している。これらの地域以外では、神奈川、愛知両県が８万 ▲

人また京都府でも約５万人の外国人が居住している。さらに登録数２～３万人台

の地区は、埼玉、千葉、静岡、広島そして福岡へと広がっており、人口密度の高

い関東、東海、近畿、山陽そして北九州といった太平洋・山陽ベルト地帯に沿っ

て多くの外国人が居住していることがわかる。

ちなみに、８０年代半ばにおける外国人の居住地の分布状況を８４年末日現在

の登録数で見ると、大阪府で２０万人を超えていることにも象徴されるように、

京阪神以西の西日本ではほぼ現在に匹敵する数の外国人居住数が見られる。これ

に対し東日本では、東京都も当時は１３万人台にとどまっており、神奈川が４万

人、また埼玉、千葉の両県はわずか１万人台にすぎなかった。従って、当時の外

国人の居住地の分布は明らかに現在と比べ西高東低の傾向を持ち、その後の外国

人のわが国への流入に伴う登録の増加が関東、東海地方に偏っていることが、東

西バランス型へとその分布の形状を急速に変容させているといえる。

次に国籍別の居住地の分布状況を見てみよう。

まず、わが国で最大の在留数を持つ韓国・朝鮮人については、東京、愛知、大

阪そして兵庫でいずれも５万人を超えている。さらに埼玉、千葉、神奈川の首都

圏３県、京都そして広島、山口、福岡の山陽西部から北九州にかけての地域でも

１万人以上の居住がみられる。このことから、韓国・朝鮮人の居住地の分布状況

が上にみたわが国における外国人分布の基調を形成していることがわかる。なお
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韓国・朝鮮人の分布状況については、８０年代半ばと比較してもほとんど変化は

見られない。

次に中国人については、現在、５万人を超えているのは東京だけである。この

他には、横浜、神戸といった従来から中国人が比較的多く居住するとされてきた

神奈川、兵庫、そして大阪の３府県が１万人を超えているだけで、韓国ロ朝鮮人

に比べ居住地の分布は関東、京阪神地区に比較的集中している。ちなみに、８４

年末現在の統計によれば、当時からすでに最大の居住地であった東京都でも登録

数はわずか２万人にすぎず、域内に中華街を持つ神奈川県でも現在の約半数の６，

７００人しか当時は居住していない。

戦前、戦中期の大量徴用という特異な歴史を持つ韓国・朝鮮人、中国人と比べ

れば、フィリピン人、アメリカ人、ブラジル人については、その大半が比較的最

近の入国登録者によって占められる。後者のカテゴリーに属する外国人について

は、最近の増加テンポこそ大きいものの、上記２国籍と比べれば居住数は規模的

にはまだ小さい。しかし、その居住地の分布は極めて特徴的である。

これらの国籍を持つ外国人のうちフィリピン人とアメリカ人については、図４

－４，５からもわかるように、いずれも唯一東京都において１万人を超えるとい

う点で共通性を持つ。しかしながら､・アメリカ人が首都圏、愛知そして近畿３府

県といったいずれも大都市圏に集中的に分布しているのに対し、フィリピン人は

大都市圏以外にも関東地方や甲信東海地域（山梨県を除く）といった地域にも広

く分布している。

さいごに、ブラジル人については、９０年末日現在で１万人を超えているのは

愛知県だけで、神奈川、静岡の両県が８，０００人台で続いている。最近ブラジル人

の急増ぶりが話題になっている群馬、栃木そして埼玉各県でも、９０年末日時点

での登録数は５，０００人にも達していない。いずれにせよ、ブラジル人は、図４－

６からもわかるように首都圏、北関東、長野、岐阜、三重といった地域に集中的

に居住しており、逆に東北、北海道、中国、四国そして九州といった諸地域には

ほとんど分布していない。ブラジル人については、８４年末の登録数が全国でも

己
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１，９５３人にすぎないということからも明らかなように、現在の登録数のほとんど

がその後入国し在留する者である。このことから、最近急増しているブラジル人

については、主として関東、東海地方を中心にその居住地が分布していることが

わかる。

さいごに図４－７から９０年末現在の外国人人口率の地域別分布状況を見てお

こう。

９０年末現在のわが国における外国人登録者総数は1,075,317人で、全国平均

の外国人人口率は、約０．８７％である。しかしその分布状況はかなり偏在している。

すなわち、東海道、山陽ベルト地域に添って外国人人口率の高い地域が分布して

いるが、京都、大阪の２府については２％を超えており、これらの他に東京、愛

知、京都、大阪そして兵庫の５都府県で１％を超えている。

4.1.2関東地方における分布状況

４１．２(1)市区町村別登録人口

外国人登録は現在、市区町村の機関委任事務として行われており、そこで把握

された原計数が県の所管部門でとりまとめられ本省（法務省人管局登録課）に報

告される。しかしながら、第１章で述べたように、法務省から公表される「在留

外国人統計』には市区町村別の集計結果は収録されていない。このためわれわれ

は、公刊される登録統計から都道府県内部での外国人の居住状況を知ることはで

きない。そこで以下では、東海地方の各県と並び近年、外国人が比較的多く居住

するようになったとみられている関東地方を取り上げ、各県から入手した市区町

村別の９０年末現在の登録データを用いてその居住地の分布状況を概観してみよ

つ｡

図４－８は、９０年末日現在の関東地方の市区町村別外国人登録状況を示した

ものである。これによれば、都心区である千代田、中央そして墨田区を除く東京

都区部、川崎市川崎区、横浜市中区そして千葉市の合計２３地点では、市区しべ
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ルで総登録数が５，０００人を超えている。また神奈川県では、川崎市、横浜市以外

にも全県的に登録者が1,000人を超える市町が広範に分布している。東京、神奈

川以外では、東京２３区に隣接する埼玉県東部、千葉県西部、さらには群馬県東

毛地区をはじめ北関東南部にも外国人が多く居住する地域が見られる。このよう

に、関東地方における外国人の居住地の分布は、東京、神奈川を中心とする南関

東地区と群馬南東部を中心とする北関東南部地区という２つの分布中心地を持つ。

次に外国人の地域別居住状況を国籍別に見てみよう。

まず韓国・朝鮮人については、関東地方での全登録者に占めるその割合は４５．５

％と全国平均を約２割下回っている。従って、韓国・朝鮮人の居住地の分布が関

東地方の市区町村レベルでも外国人の地域分布の基調を形成すると同時に、図４

－８で示した総数の分布パターンとの相違点も認められる。すなわち、その居住

地はどちらかといえば南関東地区に集中しており、関東地方におけるもう一つの

分布中心地である北関東南部地区での居住数は必ずしも多くない。これは、後に

見るように、この地域での韓国・朝鮮人以外の外国人の大量居住によって説明さ

■

れる。

一方、中国人については、関東地方では域内に中華街を持ち従来から多くの中

国人が居住している横浜市中区がよく知られている。中区と同じく２，０００人以上

の中国人が居住する地区は、品川、大田から江戸川区に至る都の周辺各区として

特異な形状で分布している。また５００人以上が居住する地区も、都心区をとりま

〈周辺各区及び東京都区部に隣接する埼玉県東南部、千葉県西部の諸都市、相模

原市などの近郊工業都市、人口規模の大きな県庁所在都市それに大学や研究機関

が立地するつくば市といった都市あるいは都市的性格を持つ地区に集中する傾向

を持つ。すでに前章で述べたように、８０年代後半にわが国に入国し在留する中

国人の中には多くの就学生が含まれる。中国人就学生が通学する日本語学校等は

主として都市部に立地しており、このことが中国人の都市型居住分布を規定して

いるものと思われる。

図４－１１からもわかるように、フィリピン人が５００人以上居住する地域は、

五
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東京都区部のうち港蓮大田、世田谷、新宿、台東、墨田、江東、足立、葛飾、江

戸川の各区及びそれに隣接する川口市、千葉市に限られる。登録統計による人口

数が適法居住者についての把握数である点を考慮すれば、このうち港区について

は、欧米人を中心とする外国人家庭でのメイド、それ以外の地区については、風

俗営業を含む各種サービス業、そして部分的には東京都区部の東部地域に立地す

る小規模製造業への従業がその居住地の分布を規定しているものと考えられる。

アメリカ人については、先にみた都道府県レベルでの分布形態からも明らかな

ように、都市型、特に大都市型居住という特徴を持つ。関東地方での居住地の分

布を見ると、実際には都心の中でも特に都心部に隣接した住宅地区に集中してい

ることがわかる。なかでも港区には２，０００人を超えるアメリカ人が居住しており、

同区に接する品川、渋谷、新宿さらには大田、目黒、世田谷、杉並といった山の

手住宅地にアメリ●力人は集中的に居住している。東京都区部以外では山の手各区

並の５００人を超える居住数を持つのは、わずかに横浜市中区だけである。これら

の地域の他には、多摩地区東部の各市、川崎市の一部それに米軍あるいは研究関

連施設が立地する横須賀市やつくば市などで１００人以上の居住地点が若干見られ

るだけである。このように、アメリカ人の大都市集中居住の類型は、それを市区

町村レベルでみると、実際には、都心隣接の住宅地居住であることがわかる。

さいごにブラジル人もまた独特の居住特性を持つ。図４－１３からもわかるよ

うに、ブラジル人についてはアメリカ人とは全く対照的にむしろ郊外の工業都市

に集中的に立地するという特性を持つ。すなわち、東京都区部にはほとんどその

居住が見られず、関東地方での分布の中心は北関東南部の両毛地区と神奈川中南

部の諸都市である。これらの地域は、群馬東部から栃木南西部にかけては自動車、

家電、また神奈川についても自動車工業が集中的に立地しているという共通の地

域特性を持つ。このような地域特性からも、ブラジル人の場合、製造業への従事

がその地域分布を規定していると考えられる。

－２４－



4.1.2(2)立地係数（ＬＱ）による分布特性

地域特性iHll定の尺度の一つとして立地係数（LocationQuOtient）が地域分析に

おいてしばしば用いられる。以下では、

Ａｌ、／ａｉ
ＬＱ＝

rｔｉ

ただしａｉ；第ｉ地域の当該国籍登録外国人数

ｒｔｉ：第ｉ地域の外国人総登録数

Ａ：関東地方の当該国籍登録外国人数

ＲＴ：関東地方の外国人総登録数

で定義される立地係数を用いて、国籍別の外国人分布状況の特徴を考察してみよ

う。なお係数の算出に際しては、外国人の総数が１００人未満の地域については係

数の安定性に問題が残るため計算処理の対象から除外した。従って地図中の空白

地域には、係数１未満の地域並びにこれら除外地域が含まれる。

まず韓国・朝鮮人については、関東地方における外国人登録数に占める比率が

４１．１％と他の国籍の外国人に比べそもそもかなり高い。従って､算出される係数

値は全体的にかなり低くなっている。ちなみに外国人登録数が１００人を超える関

東地方の合計２４６地点のうち１００地点で係数値が１を超えているが、175（当該

地点での韓国・朝鮮人の比率が約70％）を超える地点は、関東地方に散在するわ

ずか５地点にすぎない。また、これら係数値が１を超える地点は、南関東地区を

中心に湾岸沿いに広がっている。しかし、東京都区部のうち山の手地区の各区で

は、その値が１をかなり下回っている。

次に関東地方で登録者の２３．５％を占める中国人については、繁華街を抱える豊

島区、民間借家施設が比較的多い中野、北区の東京都の３区で係数が２を超えて

いる。これらの地域ではいずれも中国人登録数が韓国・朝鮮人のそれを大きく上

回っているが、特に豊島区では56.2％と韓国・朝鮮人の２３．７％の２倍以上となっ

ている｡なお中国人が多く居住し同国人の立地係数も高いと当初予想された横浜中区

では、確かに42.9％と外国人の中で最大の割合を占めているが、中国人以外の外
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国人、特にアメリカ人が相対的に多数居住していることから、１．８３と意外な数字

が得られた。また中国人の地域分布特性については、上述の３区から多摩東部、

埼玉南東部にかけての諸地域、横浜中区に近接する同市の一部、東京都の東部各

区及び隣接する千葉西部の諸都市それにつくば市とその近隣地域という４つの地

域群が図４－１５から認められる。

中国人さらには次に見るアメリカ人が都市部で高い係数値を示しているのに対

し、比較的辺鄙ないくつかの町村を中心に係数が異常に高い値をとっているのが

フィリピン人の分布である。栃木県藤原町、群馬県水上町、渋川市、伊香保町、

茨城県潮来町そして千葉県鴨川市ではフィリピン人の立地係数は５倍を超える。

これらの都市以外にも、草津町や黒磯市など保養都市あるいはそれに隣接する地

区で高い係数値となっている。

フィリピン人についてはこのような保養地立地の他に、もう一つの分布類型と

して歓楽街を有する区並びに地方都市での分布があげられる。このうち大都市の

繁華街並びにそれに隣接する地区では他の国籍との複合居住がフィリピン人の係

数値をそれだけ低めている。すなわち、図４－１１の登録実数値で際立っていた

東京の東部各区及びそれに隣接する千葉県西部、埼玉県東南部の各都市では、中

国人などフィリピン人以外の外国人も多数居住しているため、その係数値は１５

以下と相対的に低くなっている。この点、例えば前橋のような県庁所在都市ある

いはそれに匹敵する規模の地方都市でかなり高い係数値が見られるのは、外国人

の絶対数が少ない中でかなりまとまった人数のフィリピン人が居住しているとい

う事情による。

アメリカ人の係数値の分布には２つの特徴がある。第１は経済活動に伴うと考

えられる居住で、港、渋谷、目黒、世田谷といった山の手住宅地区さらには多摩

東部の諸都市での高い数値がそれを物語っている。第２は駐留米軍関連の事業へ

の従事によるもので、例えば横須賀市、福生市、瑞穂町といったものがそれに該

当する。なお図４－１７には、湘南の葉山、逗子そして鎌倉といった地区でアメ

リカ人の係数値が高い地点が示されている。特に葉山町では７．１７と２，０００人以上
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のアメリカ人が居住している港区の５．０２を大きく上回っている。これらの地点で

は、上述の第１の居住地類型に準ずる性格の地域として従来からアメリカ人が比

較的多く居住してきたことに加え、その地域の特性からアジア系の外国人の就労

や居住の条件と合致しないことが結果的にアメリカ人の居住比率を高めているも

のと考えられる。

さいとにブラジル人の係数値の分布も極めて特異である。ブラジル人の場合、

都心地区に高い数値の地点が分布していないという点では上述のフィリピン人の

居住パターンに類似しているが、それとは次の点で相違している。フィリピン人

の場合には、保養都市を中心とした地域で興業資格在留者が就労するケースが多

く見られた。このため海浜から山間地に至る広範な地域で散在的に係数値の比較

的高い地域の分布が見られる。これに対しブラジル人は神奈)||県中部から東京都

中西部、埼玉県中部を経て北関東南部へといわば首都圏を半円状に囲む形で分布

しており、その分布円は、首都圏のヒンターランドとしての郊外工業地帯と完全

に重複している。これは、特に定住者資格で在留する日系ブラジル人が、自動車

産業を中心とする工業地帯で主に生産労働者として就労しているという事情によ

る。なお太田市など北関東の一部の都市ではブラジル人とフィリピン人が同時に

高い立地係数で居住しているが、これは同市が工業都市であるとともに両毛地域

随一の歓楽街を抱えるという都市そのものが持つ二面性による。

4.12(3)市区町村別外国人人口率

ここで市区町村レベルでの外国人人口率の分布を見てみよう。

図４－１９によれば、都道府県レベルでは大阪府と京都府だけであった外国人

人口率２％以上の地点が東京都区部に１３、群馬県に３そして神奈川県に２の合

計１８地点存在する。このうち東京都の港、渋谷、新宿の各区それに横浜市中区

では５％を超えており、特に中区と港区では７％を超える高い人口率を示してい

る。

次に、これらの特に比率の高い１８地点について各地域の地域特｜性を見ると、
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中区、港区、渋谷区、千代田区それに川崎区では、国籍こそ違え従来から比較的

多くの外国人が居住していた各地区とそれ以外の比較的最近急速に外国人の数が

増加している諸地域とに大別できる。特に後者の地域のうち、まず群馬県の３地

点については、フィリピン人の集中居住が認められる保養地（草津町、伊香保町）

そしてブラジル人の大量就労が見られる東毛地区（大泉町）、また東京都の上記

３区を除く１０区では、中国人就学生それにフィリピン人を中心とした各種サー

ビス業、中小製造業などへの就労が、これらの地域での外国人人口率を高めてい

るものと考えられる。

4.2．新規入国外国人の地域分布

4.2.1都道府県別登録増加状況

以上の諸節では、９０年末現在で在留するいわゆるストックとしての外国人の

数量分布さらには立地係数により国籍別の外国人の居住地の分布特性を見てきた。

以下では、近年わが国に入国し在留することになったと考えられるいわゆるフロー

としての外国人の分布特性を、特にストックとしての分布状況との差異性を中心

に考察してみよう。なお以下の分析では、国籍法の施行に伴う特例措置期間が終

了し、それによる新規登録の影響がなくなる８７年末の登録数と９０年末の登録

数の差によって、いわば３年間の動態量としての外国人の居住地分布に関して分

析を行う。

図４－２０によれば、この３年間に最も外国人の増加が著しかったのは東京都

と神奈川県で、いずれも２万人を超えている。また、茨城を除く関東各県、静岡、

愛知それに大阪で、５，０００人以上の増加を記録した。ストック面で外国人が比較

的多く居住する地域が東海から山陽そして北九州にまで伸びており、居住数も関

西中心に西日本が東日本を大きく上回っていた点を想起すれば、フローで見た外

国人の居住地の分布が東日本、特に関東、東海地方に集中的に分布していること

が特徴的である。

それでは、フロー次元での外国人の国籍別の居住地の分布状況はどうであろう
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ｶﾕ。

すでに見たように、ストックとしての地域分布が関西からさらには山陽、北九

州へと延びる形で展開していたのには、韓国・朝鮮人の居住が大きく関係してい

た。韓国・朝鮮人については、首都圏４都県の約１４万人に対し、京都、大阪、

兵庫の関西３府県では３０万人を超えるなど、８７年時点でもなお明瞭に西高東

低の傾向を維持していた。これに対し、最近３年間の韓国・朝鮮人の都道府県別

の登録者の増減状態を見ると、従来から多くの韓国・朝鮮人が居住する大阪府、

京都府ではむしろ減少しており、その分布が、東日本、とりわけ東京を中心とす

る４都県に集中していることがわかる（図４－２１）。このように、フローで見

た韓国・朝鮮人の地域分布はどちらかといえば関西を中心とする従来の分布パタ

－ンと明らかにその性質を異にする。

一方、中国人についても、東京都がこの間に２万人を超える登録数を記録して

いるほか、隣接する３県でも合計１．３万人余りの増加が見られるなど、分布の中

心はあくまでも南関東地区である。ただ中国人については、韓国・朝鮮人の場合

と異なり、それが純減を示していた愛知県や大阪府を中心とする京阪神地区でも

かなりの増加を示している。さらに、増加数そのものは特に大きくはないが、岩

手県を除くすべての都道府県で最近３年間に中国人登録者数の増加が見られる。

フィリピン人についても新規入国登録者の分布が全国的広がりを見せていると

いう点では、中国人の場合と類似している。特に、首都圏、北関東の一部から長

野、東海地方での増加が著しい。

この間のアメリカ人の登録数の増加は７，５２８人で、全増加数のわずか３．９％に

過ぎない。その約３分の１を東京都と神奈川県の増加分が説明している。それ以

外の地域では、特に増加の著しい地点はなく、むしろ全国的な居住地の分散状態

が特徴的である。

さいごに、近年最も顕著な登録数の増加を示しているブラジル人の地域分布に

ついては、一応、宮崎県を除く全ての地域で増加が見られるが、特に神奈川県か

ら静岡、愛知県にかけての太平洋ベルト地帯での増加が著しく、これらの各県で
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はいずれも増加数が7,500人を超えている。さらに埼玉県から栃木、群馬県にか

けての北関東南部地域でも、近年ブラジル人の居住が急増している。これらの２

つの地域は、いずれも自動車関連の企業が多数立地する地域であり、日系ブラジ

ル人の自動車産業への従事がその居住地分布を規定している。

４．２．２関東地方における登録増加状況

上に述べたように、関東地方は東海地方と並びわが国で近年特に外国人登録数

の増加が著しい地域である。そこで以下では、関東地方における市区町村レベル

での増加状況を見てみよう。

図４－２６は、外国人登録者総数の動きを示したものである。これによれば、

まず東京の都心区を除く区部並びにそれに隣接する川崎市臨海部、千葉県西部、

埼玉県南部といった都市部や都市近郊地区で３年間に１，０００人を超える増加が見

られる。この他に顕著な増加を記録している特徴的な地域としては、自動車その

他の工場が多く立地する神奈川中部、北関東南部の諸都市がある。このように、

最近の関東地方における外国人登録数の動きについては、先に図４－８の外国人

数の居住地の分布と同様に、湾岸並びに東京、神奈川の中西部の南関東地域と埼

玉県北部から群馬、栃木両県にかけての北関東南部地域という２つの特に増加の

著しい地域がみられる。このことは、逆に言えば、最近急激に増加を見せている

外国人の居住地分布が、関東地方におけるその分布形態を規定しているともいえ

る。

．次に、登録増加数の地域分布を国籍別に見てみよう。

まず韓国・朝鮮人の最近３年間の居住状況の動きを見ると、新宿、豊島区とい

った繁華街を域内に持つ区、そして城内に多くの民営借家の立地を持つ中野区そ

れに江東、江戸川の都東部区、さらに東京都以外では千葉市で５００人を超えて

いる。また１００～５００人の増加を記録した地点の分布を見ると、その大半は

東京の周辺区部、埼玉東部、千葉西部といった大都市の縁辺部分に集中しており、

最近外国人の増加が著しい神奈川県中部や北関東南部地域での韓国・朝鮮人の増
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加はほとんど見られない。

中国人についてのこの間の増減地域パターンは韓国・朝鮮人のそれに酷似して

いるが、韓国・朝鮮人に比べ全体的に増加の程度が大きい点が特徴的である。東

京２３区の最外周に位置する各区、埼玉県南東部さらには千葉県西部の一部の都

市では５００人を超える増加となっており、特に中野、豊島、北そして板橋とい

った西北各区ではこの間の増加数は２，０００人を超える。また東京の多摩地区、横

浜市、川崎市などでも２５０人前後の増加が見られる。

フィリピン人については極端な集中は見られず、その増加地点は比較的広範囲

に分散している。例えば、東京の外周各区及びそれと隣接した埼玉県南東部、千

葉県西部の諸都市、八王子や相模原、青梅、千葉、市原といった諸都市で１００

人～５００人レベルでの増加がみられる。この他にも北関東南部に属する前橋、

高崎それに両毛地区に１００人を超える増加を示している都市が分布している。

さらにフィリピン人については、草津や伊香保といった山間に立地する温泉保養

地でも若干の増加が見られる。なおフィリピン人についてはマクロ的には登録数

増加の約１５倍の残留者がこの間に累積していることが入管統計によって確認で

きる。しかしながら非登録者がどのような地域分布を持つかについての公式の情

報は存在しない。

比較的広範な地域で増加を見せているフィリピン人と対照的なのがアメリカ人

である。アメリカ人については、先にも見たように東京都、神奈川県で全国の増

加数の約３分の１を占めているが、他の国籍の外国人と比べ全体的に増加数は小

さく、増加総数に占める割合もわずか３．１％に過ぎない。従って、最近の３年間

に増加数が３０人を超えたのは関東地方５０１地点のうちわずか３５地点に過ぎ

ない。この間に１００人以上の増加が見られたのは、東京では大田、目黒、世田

谷、中野、杉並、練馬の各区と武蔵野市、また東京都以外では横浜中区、市川市

だけである。北関東では目立った増加を示している地点はほとんど見られず、わ

ずかに宇都宮市とつくば市で３０人～１００人のレベルで増加しているだけであ

る。このようにアメリカ人については、都市の山の手住宅地区にその増加数の大
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半が集中していることがわかる。

さいごに、中国人と並んでこの期間に関東地方で最も大きな増加を示している

のがブラジル人である。しかしながら両者の増加の地域分布は相互にかなり異な

る。すなわち、中国人が都心区を除く東京区部及びそれに隣接する神奈川、埼玉、

千葉の各都市で増加が著しかったのに対し、ブラジル人の場合にはこれら中国人

の増加地域のさらに周辺部分、とりわけ神奈川県中部及び北関東南部地域に５００

人以上の増加を示している地点が集中的に分布している。このようなブラジル人

の増加数の分布状況は、その９０年末現在での登録数分布を示した図４－１３と

極めて類似している。これは、ブラジル人についてその流入の歴史が韓国・朝鮮

人や中国人はもとよりフィリピン人などと比べても浅いことが、ストックとして

の分布形態とフローでのそれとがほとんど同一のものとしている。

●
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補論大都市内部における外国人分布特性

一東京２３区の登)録データによるクラスター分析一

外国人の地域分布は、一方では外国人が置かれた歴史的背景や国内での就業形

態などによって特徴づけられるいわば人種的属性と、他方では個々の地点が職住

の場としてどのような地域特性を持つかに依存する。そこで以下では、外国人の

登録データを用いて、大都市内部における外国人の居住状況についてクラスター

分析による地域並びに外国人の国籍別類別を試みてみよう。

分析に用いたデータは２３区の９０年末日現在の韓国・朝鮮、中国、アメリカ、

フィリピン、イギリス、フランス、西ドイツ、タイ、マレーシア、ベトナム、オ

ーストラリア、バングラディシュ、ブラジル、カナダの１４ケ国についての国籍

別登録数から求めた構成比率である。なお、スラスタリングにあって標本間の距

離の計算にはユークリッド距離ｄｉｊ

／
、，

r＝？（Ｘｉｋ－Ｘｊｋ）２
ｋ＝１

ｄｉｊ

を用いた。ただしＸｉｋは第ｉ区のまたＸｊｋは第ｊ区の第ｋ国籍の構成比率（ｉ＝

１，…２３，ｋ＝１，…１４）を意味する。また、クラスター間の距離の計算に

は、群平均法（groupaveragemethod）により、それぞれのクラスターに属する

標本の距離の平均値による計算を行った。

（１）地域クラスタリング

表５－１と図５－１は、国籍別人口の構成比率を変数データとして算定した各

区の間の距離行列とデンドログラムである。これによれば、東京２３区は、千代

田、港、渋谷、目黒、世田谷の各区からなるいわば都心と山の手のそれぞれ一部

から構成される第１地域群とそれ以外の第２地域群とに大別される。さらに第２

群は、２つのサプグループがそれを構成する。第１のサプグループが中央、板橋、

練馬の３区と新宿、中野、杉並、豊島の４区の合計７区からなる地域群であり、

第２が足立、葛飾、江戸川の東部３区を含む台東、江東、荒)||そして墨田の７区
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がそれである。第２群でサブグループを構成する各区は相互に比較的類似した地

域属性を保有しており、外国人の分布類型との照応関係が興味深い。

（２）国籍クラスタリング

表５－２と図５－２は、外国人総数並びに上記１４カ国の登録人口の各区にお

けるそれぞれの構成比率を用いて国籍をクラスタリングしたものである。

これによると、各区での分布状況が相互に比較的類似しているのがアメリカ、

イギリス、オーストラリア、カナダといった欧米を中心とする諸国で、西ドイツ、

フランスもこの群に近接しており、アジアを中心とする諸国とは明らかに地域別

の分布の形状を異にする。アジア系の諸国籍については必ずしも明瞭な形でサブ

グループの形成を読みとることはできないが、韓国・朝鮮人、タイ人、フィリピ

ン人それに中国人、マレーシア人、バングラデッシ１人とが緩やかな結びつきな

がらサブグループを形成しているように思われる。なおベトナム人については、

その居住も大田区など一部の区に集中しているため、アジア系の中ではやや特異

なクラスタリングの結果になったものと考えられる。
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むすび

本資料では、都道府県及び市区町村別の外国人登録データに基づき、わが国に

おける外国人の地域分布を見てきた。すでに本文でも触れたように、この分析は

あくまでも登録外国人データに基づくものである。このため、登録の対象となら

ない短期滞在者、外交団そして地位協定の適用を受ける軍関係の外国人はもちろ

ん、法的には登録の対象であるにもかかわらず登録から漏れているいわゆる非登

録残留外国人については全く考慮されていない。とはいえ、国勢調査でその表章

の国籍数が限定され、またその実数把握面でも一定の過小評価を免れないという

事情を考慮すれば、登録統計は謡少なくとも現時点ではわが国における外国人の

地域分布を見る上での最も精度の高いデータであるといえる。

さらに分析者は、外国人の就業実態に関するこれまでの数度の現地調査から、

非登録と考えられる外国人が合法的な就業資格を持って就労する外国人としばし

ば併用される形で就労する実態を目撃した。このような非登録外国人と登録外国

人との地域的並存がもし普遍的に成立するとすれば、登録統計による地域分布デ

ータは、非登録外国人も含めたわが国における外国人の地域分布状況を知る上で

有効な情報を提供し得るものと考えられる。この意味でも、今秋に公表が予定さ

れている国勢調査結果との比較が興味深い。

今回の分析から、近年入国し在留する登録外国人については、それまでの外国

人登録のストックデータと異なり関東それに東海を中心とする中部圏にその居住

が集中しており、関西も含め、東北、北海道、中国、四国そして九州には比較的

少ないという事実が明らかになった。外国人を特に吸引している東京及びその周

辺地域、神奈川中部、北関東そして東海、長野といった諸地域に立地する産業な

り人手不足職種といった点で労働需要の質は必ずしも同一ではない。最近、登録

数の増加が著しいいくつかの国籍について試みた国籍別の地域分布の相違は、こ

れを十分示唆しているように思われる。この点については、各地域での産業立地

さらには各企業内での雇用実態の解明を通じて現実へとアプローチする必要があ

－３５－



ろう。今回試みた登録データによる地域分布状況の把握は、そのための第１歩で／

ある。

ところで、国際労働移動によってわが国に流入してきた外国人労働者の中には、

国内でも産業間あるいは地域間の移動を行う者が少なくない。これら移動（異動）

の実態についてはこれまで全くといってよいほど把握されていない。わが国の労

働市場の一環としてすでに構造化されつつある外国人労働者の就労実態の解明の

ためには、単なる地域分布だけでなくその地域・職種間移動（異動）状況につい

ても今後、明らかにされる必要があるように思われる。

－３６－
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表２－２国勢調査と登録統計における国籍別外国人数の比較（政令指定都市）

総
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その１より作成。各都市の１０月１曰現在の登録数は、次式で推計した。

が属する都道府県の８５年の登録純増数 市の８５年末の登録数

ｘ市が属する都道府県の８５年末の登録数登録数＝各都市の年末現在の登録数
６



表３－１地域・国籍別登録数（１９９０年末現在）

韓国・朝鮮人

中国人丼）

ブラジル人

フィリピン人

アメリカ人

ペルー人

イギリス人

タイ人

ベトナム人

総計1,075,3ｌ７

アジア９２４，５６０

ヨーロツノマ ２５，５６３

アフリカー２，１４０

北アメリカ４４，６４３

南アメリカ71,495

687,940

150,339

５６，４２９

４９，０９２

３８，３６４

１０，２７９

１０，２０６

６，７２４

６，２３３

オセアニア 5，４４０

＃：中国は、中国本土、台湾、香港等の中国国籍保持者を含む。

表３－２地域・国籍別登録増加数（１９８０～９０年）

総計300,812

”＃）（３３１，３６５）

アジア１９６，９６７

ヨーロッノ､F 1ql96

アフリカ１，３６０

北アメリカ20,685

南アメリカ68,972

オセアニア４，０１７

中国人

〃＃）

ブラジル人

フィリピン人

韓国・朝鮮人

〃＃）

アメリカ人

ペルー人

タイ人

イギリス人

ベトナム人

マレーシア人

９９，９８６

（１０２，８３７）

５５，０３６

４４，３３５

２５，３７９

（41,910）

１６，７１３

９９４８

５，５２９

５，４５２

４，１０７

4，０１４

＃：括弧内の数字は、国籍法の施行に伴う届出による国籍取得による登録閉鎖を

加算した登録増加数。

－４０－



表３－３国籍別〔残留者／登録者〕率（１９８０～９０年）

Ａ残留数＃）Ｂ登録増加数件＃）Ａ／Ｂ

総数

ベトナム人

ブラジル人

イギリス人

ペルー人

中国人

アメリカ人

フィリピン人

韓国・朝鮮人

マレーシア人

タイ人

バングラディシュ人

パキスタン人

イラン人

5９９，５４８

４，２９７

５９，０８０

５，８９８

１２，１９３

１３７，３４５

３３，８９５

１１３，１３８

７８，７９９

２４，７１０

３５，３７９

１８，９０９

１８，４７１

１３，０１３

3００，８１２

４，１０７

５５，０３６

５，４５２

９，９４８

９９，９８６

１６，７１３

４４，３３５

２５，３７９

４，０１４

５，５２９

１，９０１

1,720

1029

１．９９

１．０５

１．０７

１．０８

１２３

１．３７

２．０２

２．５５

３．１０

６．１６

６．４０

９．９５

１０．７４

１２．６５

残留数（＝入国者一出国者）として算定した各年の残留数の期間合計値。

なお、中国人については、中国、中国（台湾）、中国（香港）、中国（」

＃

なお、中国人については、中国、中国（台湾）、中国（香港）、中国（その

他）の、また韓国・朝鮮人については韓国、（北朝鮮）の合計値。

＃＃：登録増加数＝１９９０年末登録数－１９７９年末登録数

－４１－
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図３－３年次別国籍別登録者増減園7000
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図４－２外国人登録数（韓国．朝鮮人）－，９９BO嘩宋現荏一トーレ図

脈剛 郡
／

mliI ＝

Ⅲ
､

フ

□IW1IWiilllll
｢Till

￣

/’
１ ０

●

図４－３外国人登録数（中国人）－１９９０年末現在二人風椴〔'一心延１
'｡Pヘ

～

ヨ
Ｉ

、

r~、

i－ヶi－ヶ

凸

‐て

鍼 ~L,?

０
‐
一

局
の

～▼

－４５－

､＿例（■lｂ：ＰＥＲＳＯＮ）

凡例（H1位：ＰＥＲＳＯＮ）

□
皿
Ⅲ
震
回

籔
難
誌
鑑

上
下
以
以

１
１
１
１
１

０
０
０
８
１
１

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１
１
５
５
０
０
０
Ｉ

１
１
；

２

□
皿
晒
篁
■

装
議
畿
藷
蹄

０
０
０
０
０
０
１
０
０

１
０
０
０
０
１
０
０

０
０
０
０
０
１
１

１
…
５
０
０
０
０
０

１
１
５
５
０

２



図４－４外国人登烹録数（フィリピン人）－１９９０年末現在一
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図４－６外国人登録数（ブラジル人）－１９９０年末現在一

ジ

屯

ごＩ

０

●

図４－７外国人人口率－１９９０年末現在一
(単位：％）

夛

ⅧＩrnlll小
一
戸
曲

18

鍼
１１膿

形 ①

｡

－４７－

凡例（単位：ＰＥＲＳＯＮ）

上
満
以
未
識
熟
議
麩

下以

５
Ｉ
０
０
０
０
０
０

！
２
５
５
０
０
０
０
戸
。

⑪
■
●
■
●
●
ロ
０
０
●

０
０
０
０
０
１
１
２
２
２

灘
■

□
皿
皿
三
■

１０

１
５

68

18

以上
未満

０以上
０未満

5０００以上
１００００未満

１００００以上
５００００未潤

５００００以上
2０００００以下



図４－８関東地方市区町村別外国人登録数（総数）－１９９０年末現在一
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図４－９関東地方市区町村別外国人登録数（韓国・朝鮮人）－１９９０年末現在一

蕊
ソ

」

E三℃Z、

鹿

夢録

ヘム

且9V（単位JPERSOlO扁
豐

I０Ｉ

ｌＩｌ

２ｉＩＩ

ｌｉＩｌＩ

鑑
識
詰
蘇

－４９－



図４－１０関東地方市区町村別外国人登録数（中国人）－１９９０年末現在一
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図４－１１関東地方市区町村別外国人登録数（フィリピン人）－１９９０年末現在一
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図４－１２関東地方市区町村別外国人登録数（アメリカ人）－１９９０年末現在一
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図４－１３関東地方市区町村別外国人登録数（ブラジル人）－１９９０年末現在一
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図４－１４関東地方市区町村別外国人立地係数（韓国・朝鮮人）－１９９０年末現在一
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図４－１５関東地方市区町村別外国人立地係数(中国人）－１９９０年末現在一
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図４－１６関東地方市区町村別外国人立地係数（フィリピン人）－１９９０年末現在一
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図４－１７関東地方市区町村別外国人立地係数（アメリカ人）－１９９０年末現在一
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図４－１８関東地方市区町村別外国人立地係数（ブラジル人）－１９９０年末現在一

蕊
』

三bｚ ＝

Ｑ

凸

くし

凡例 議
鮎
議
艦

□
Ⅲ
剛
雪

ｌＩＯ

ｌｌＩ

ｉＢｌ

ｌＲＩＩ

－５８－



図４－１９関東地方市区町村別外国人人口率－１９９０年末現在一
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図４－２０都道府県別外国人登録数の変化（縄数）－１９８８年～９０年一
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図４－２２都道府県別外国人登録数の変化（中国人）－１９８８年～９０年一
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図４－２４都道府県別外国人登録数の変化（アメリカ人）－１９８８年～９０年一
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図４－２５都道府県別外国人登録数の変化（ブラジル人）－１９８８年～９０年一
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図４－２６市区町村別外国人登録数の変化（総数）－１９８８年～９０年一
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図４－２７市区町村別外国人登録数の変化（韓国・朝鮮人）－１９８８年～９０年一
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図４－２８市区町村別外国人登録数の変化（中国人）－１９８８年～９０年一
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図４－２９市区町村別外国人登録数の変化（フィリピン人）－１９８８年～９０年
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図４－３０市区町村別外国人登録数の変化（アメリカ人）－１９８８年～９０年一
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図４－３１市区町村別外国人登録数の変化（ブラジル人）－１９８８年～９０年一
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｣IIL】

距離行列l

新宿

楠－１

江東墨田台東千代田 中央 文京港

千代田

中央

港

鯖宿

文京

台東

墨田

江東

品川

目黒

大田

世田谷

鍾谷

中野

杉並

豊■

北

、荒川

掻檎

練馬

足立

■筋

江戸川

９
６
０
６
２
８
６
６
５
１
２
０
８
ｓ
４
２
０
３
９
９
５
５

６
９
５
６
０
０
１
３
４
１
８
９
４
８
５
日
２
４
２
２
８
１

８
５
７
６
４
９
８
４
２
１
３
６
９
８
９
１
３
８
６
７
７
６

１
７
２
５
２
８
９
４
８
８
０
７
５
７
７
８
０
３
１
５
０
４

１
８
９
０
９
４
３
５
３
７
５
１
９
６
３
９
４
０
４
９
７
３

●
●
●
●
●
●
●
ロ
。
●
■
●
●
●
●
●
●
の
●
■
●
●

５
４
４
６
６
７
６
６
４
：
４
４
５
５
６
７
７
６
５
６
６
６

７
０
１
２
０
６
３
９
５
１
８
５
８
４
７
４
９
２
２
８
６

０
１
２
３
１
６
６
０
９
６
６
５
４
２
６
０
７
６
４
７
８

７
５
３
６
１
８
う
ろ
７
８
７
１
３
１
４
３
う
１
７
３
蚕

９
７
３
５
１
４
６
１
７
６
１
４
２
１
８
０
２
９
５
５
４

０
５
８
２
２
８
３
８
０
２
２
３
０
７
７
６
６
２
７
８
６

●
■
句
●
■
■
●
●
●
⑤
●
●
⑤
Ｃ
■
■
凸
●
■
■
■

６
３
５
５
５
３
５
３
４
４
５
４
４
４
５
５
２
２
４
４
３

０
０
雪
４
６
２
５
１
２
１
９
６
２
２
６
４
５
０
日
。

５
８
０
８
４
８
６
３
５
２
３
６
５
２
４
８
１
９
６
２

４
１
５
４
２
８
５
８
１
４
２
８
８
０
７
４
０
１
２
４

４
１
２
６
６
２
８
５
７
８
８
１
６
５
８
５
日
６
３
３

６
７
４
６
５
２
４
９
８
５
４
０
４
７
０
６
１
９
７
ｓ

●
■
●
●
●
●
●
●
。
●
●
■
●
●
●
●
●
●
の
●

６
７
７
８
７
７
４
６
３
２
６
６
７
８
８
６
６
７
７
７

ろ．５００８５

４．２８５２６

５．５６０３９

２．，６９８９

５．３０９０８

４．．８４３４

４．９４７７７

４．３４７６１

５．４４６７５

２．５１０５４

２．アムア，，

２．７５６６９

ヨ．３５１１３

３．，５８４４

２．８７１０２

２．６３０７２

３．５２４０７

３．１２３５１

２．７０１５５

７
０
２
１
１
２
７
２
６
９
ｓ
５
８
１
７
７
９
４

０
９
４
７
０
０
９
５
３
８
５
６
７
６
９
７
３
３

９
０
４
４
９
８
７
３
９
７
３
４
０
４
４
０
６
８

６
５
８
１
Ａ
７
９
４
７
６
８
０
２
７
４
７
７
さ

４
４
０
５
５
７
０
１
６
６
１
１
５
３
１
８
２
９

●
の
■
Ｐ
●
ｃ
ｃ
●
の
●
●
●
●
■
●
●
■
■

６
６
５
６
４
６
白
６
ふ
き
４
７
６
５
４
５
５
４

１
２
９
６
８
１
１
１
５
７
３
０
４
７
５
９
日

５
９
８
２
３
１
８
８
５
１
３
６
７
１
６
２
３

７
８
ｓ
７
３
９
８
０
４
６
４
９
０
７
０
３
３

雪
８
日
０
８
５
４
８
１
３
５
１
６
６
９
９
９

３
４
４
２
５
９
２
６
９
８
４
１
６
７
０
０
７

●
ご
●
の
●
●
凸
●
●
●
■
●
●
Ｃ
Ｄ
▲
■

４
２
６
６
５
５
７
５
５
日
６
３
４
４
２
２
２

Ｂ
ｓ
４
３
９
７
１
４
３
４
８
５
３
８
２
ろ

６
３
６
７
０
４
６
０
３
５
９
３
５
４
５
ｓ

４
３
５
０
３
７
１
９
４
２
５
８
７
９
５
４

３
４
０
５
８
９
４
３
０
２
３
０
７
０
８
８

２
２
６
９
３
８
６
８
９
１
３
３
７
４
０
４

■
■
■
●
●
●
■
●
■
●
◆
●
■
●
■
●

３
７
５
５
６
７
６
６
６
７
６
５
４
４
４
３

０
３
８
６
０
４
２
４
日
９
４
８
４
２
９

４
６
１
６
２
４
０
６
７
２
７
２
５
２
９

６
３
０
３
１
１
１
２
８
２
１
６
３
２
８

６
１
１
９
３
３
６
１
７
１
２
４
４
９
４

ｓ
０
７
１
７
ｓ
７
７
Ｂ
冒
４
１
７
４
０

●
●
●
●
●
●
●
の
●
の
●
●
●
●
●

５
５
４
日
６
４
４
４
５
３
３
３
１
１
１

③
⑪

目黒品川 世田谷大田 渋谷 中野 杉並 豊島

品川

自用

大田

世田谷

澄谷

中野

杉並

豊島

北

荒川

橿檎

演馬

足立

恵鹿

江戸川

６
７
３
９
８
７
６
０
５
２
９
０
１
７

１
ｓ
４
６
０
４
２
４
２
７
４
９
４
９

８
５
７
３
ヨ
６
５
１
２
０
０
９
４
日

６
９
６
８
２
２
４
６
８
０
ｓ
３
４
７

６
８
７
６
６
５
９
２
６
４
１
１
９
５
と

。
。
。
。
。
・
・
。
。
。
。
。
。
。
』

５
４
５
６
５
５
５
７
６
５
目
６
５
５

９
９
９
１
６
０
６
７
５
０
５
１
１

７
５
８
８
６
９
３
９
２
２
５
２
０

０
３
１
０
８
１
６
７
０
１
４
６
９

８
５
８
０
７
２
８
１
４
５
７
８
２
’

０
２
０
４
９
５
３
０
６
１
０
６
０
Ⅲ

ユ
ニ
エ
染
ユ
ユ
宛
元
払
ユ
。
ユ
ユ
荒

８
５
５
０
６
９
８
２
２
０
６
４

１
２
９
２
８
４
５
４
９
５
１
５

６
２
４
８
０
２
８
６
５
６
２
８

９
７
６
９
１
９
８
９
５
９
４
９

７
５
８
５
２
０
８
７
３
０
２
６

●
●
■
。
●
●
●
●
●
●
●
●

４
６
５
５
６
７
５
４
４
５
５
４

２．５０６６０

４．１，８６日

ろ．６１６２８

５．５７０５０

７．２０３１８

６．３５３４３

４．５２５６０

３．４ｉ３５０

ヨ．８７２１５

５．ラ６０７０

５．１９３０７

線馬

８
５
０
９
３
５
４
４
３
１

３
０
１
３
６
４
３
５
２
３

２
８
８
６
６
５
８
２
０
８

８
２
７
８
３
１
３
７
４
０

０
６
３
１
６
７
８
３
０
７

●
●
■
●
■
■
の
Ｏ
Ｂ
已

冒
４
６
８
７
５
４
７
７
６

1．１２０２６

１．８１００ｓ

５．３２７３日

５－５８５９４

２．９４１７８

２．８５１４４
５．３粟ＯＳ

４．６８８４５

４．０６３５０

２．４２８７０

う．５３２１９

５．６７６２４

３．０６０９４

２．５３２７９

５．４９５４冒

曰、０５９４６

４．３３９３９

０
０
６
４
７
１
４

４
３
５
２
１
９
１

４
２
３
４
４
０
４

４
６
８
８
国
７
４

６
６
０
６
４
７
０

●
●
●
■
●
●
●

４
ｓ
３
コ
目
４
４

板橋 足立 葛飾 江戸川

北

荒川

侭檎

錬烏

足立

■的

江戸川

６．ｉ４２７３

コ．７，０６２

５．３７２４６

６．０５６７２

５．７０５９６

４．８１１．６

４．７４７３１

５．０３６０４

２．０３０４１

２．７１７１０

３．６i５ｉ２

２．２６１６６

４．ｉ９４１０

コ．８６９０６

２．７００７０

４．ｉ８４０４

４．００７７４

２．８６５２９

ユ．３７５８５

２．ｉ３５２２ １．６６７３５



補一２デンドログラム１

０．８０1．６０ 曰．６０２．４０ ３．２０ ４．００ ６．６０４．８０

０
５
２
４
６
０
７
７
７
４
３
４
６
７
６
０
６
８
９
６
２
６
７

２
４
４
６
３
２
８
２
９
８
０
９
０
３
６
９
９
５
４
４
８
５
３

８
８
８
８
５
８
５
６
５
９
２
１
４
１
６
４
ヨ
ァ
１
１
１
９
５

饒
釦
挫
率
率
理
釦
率
空
率
率
埋
亜
但
蛆
率
蛆
塚
率
汕
雫
率
頻
率

千代田

港

渋谷

目黒

世田谷

中央

横描

練周

新宿

中野

杉並

丑島

文京

台東

江東

江戸川

足立

■筋

荒川

墨田

品川

大田

北

『
◎

０．８０ i、６０ ４．００２．４０ ヨ．２０ ４．８０ ５．６０ ６．４０



ヨ

補一３距離行列２

平均 韓国・朝鮮中国 西ドイツアメリカ フィリピンイギリス フランス

平均

偉国・Ｉ、邸。．ｉ８４７２

中国３．３３２９８

アメリ力６．４５６日Ｏ

フィリピン４．４１０３γ

イギリス５．４５７６o

フランス7．６７５３６

西ドイツ７．１１５アム

タイ３．１９２３ユ

マレーシア５－２６２６ｚ

ベトナム６．５８９２コ

オーストラリア５．１５６９３

パングラデヲシユ５．６７１３Ｚ

ブラジル５．２７２１s

カナダ５．００４２゜

タイ

タイ

マレーシア４．９１６．コ

ベトナム７．４８８７a

オーストラリア５．６４７２５

パングラデヲシ１６．９９．５ｇ

ブラジル５．５３５０ユ

カナタ５．０１４５４

８
２
３
４
４
４
７
８
２
３
２
２
４

８
１
９
２
１
９
１
４
３
４
６
８
７

５
０
６
９
３
９
２
３
０
４
６
７
８

０
５
６
６
０
８
６
２
４
３
７
９
３

９
８
３
１
６
０
１
８
７
８
６
６
７

●
●
●
●
●
●
■
●
■
●
の
Ｃ
Ｄ

目
８
４
８
９
９
５
７
７
７
７
６
７

７．６１４６９

６．６７８７７

５．，９７３８

８．２８０９９

８．２１５０４

４．６８５１２

コ．９４７３８

７．７７３５７

冒．７０１０６

４．７１００１

６．２１５１６

５．３２６３８

８．４８１８４

２．３５３６７

６．０２８４７

４．８１５６７

６．２１２０９

７．０５７３２

７．，６７６７

２．８５ワユア

８．６０３０６

７．５０６７４

３．７７６６６

オーストラリア

８．００２７８

９．７８８６６

８．８６３８４

４．８１５１８

８－６６１１３

７．８４３９６

７．６ユ８９４

７．７２６５９

５．７３５６３

７．９９０９．

ﾊﾟﾌグラテヲシュ

８
３
０
６
３
４
４
２
０
し

９
８
０
１
６
８
５
９
８
ｊ

師
銀
率
、
餉
頭
殿
調
和
ジ

ラ
３
５
６
６
６
４
４
８
ラ

ユ
ユ
ユ
ュ
ヱ
エ
ｚ
ｄ
己
プ

７．Ｏ２０１Ｂ

７．４１０９４

７．７６３０３

９．２３３６８

６．４０５６７

，．８０６４６

８．８６３３０

７．ｉ８００４

カナダ

７．３４８３２

８．２７９２４

．６．１７０６２

５．３５４０６

８．，３４６５

７．８９８６３

５．８９７６９

ヘヨ
ー

マレーシアベトナム

８．８０８０８

５－９０８２２

７．０iｉ２４

７．６５３６７

４．７２６０８

７．５３３０６

８．１１７５４

８．１６エ２５

７．９６７８コ

６．９８３１エ

５．９日３３７

２．７１６０６

６．８６３５７

７．０２００８ ６．６３４０コ



補一４デンドログラム２

1．００ ２．００ ３．００ ４－００ 曰．００ ６．００ ７．００ ８．００

距誰

７．７９１１平均

韓国・朝鮮

タイ

ブイ・リピン

プラジル

中国

マレーシァ

パングラデッシュ

アメリカ

イギリス

オーストラリア

カナタ

西ドイツ

フランス

ペトナム

７
２
８
２
４
４
６
６
４
８
２

４
７
７
０
４
７
０
ラ
６
９
１

８
７
曰
１
０
４
０
６
０
２
４

１
１
日
８
４
９
９
２
６
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